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「介護保険最新情報 Vol.731」の発出について（ご連絡） 

 
 

平素より当協会の活動に対し、格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

さて、厚生労働省老健局より、介護保険最新情報 Vol.731「『地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律』

に規定する介護保険法の一部改正について」が発出されました。 

資料を添付しご連絡申し上げます。 

 なお今回の介護保険法の一部改正は、事業者に対する業務管理体制に係る指

導権限を都道府県から中核市へ移譲することにより、中核市における介護サー

ビス事業所の指定及び指導・監督権限との一元化を図る目的で行われました。 

貴支部におかれましては、地域支部および会員の皆様への周知をよろしくお

願い致します。 
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